
幸区提案型協働推進事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、幸区の区域内で事業活動その他の活動を行う団体が提

案し、幸区役所と協働して区の地域課題（以下「区課題」という。）解決に

向けて取組む幸区提案型協働推進事業（以下「提案型事業」という。）の実

施について、必要な事項を定める。 

（対象事業） 

第２条 対象となる事業は、幸区の地域課題の解決に資するものとする。ただ

し、次のいずれかに該当する事業は、対象としない。 

 (１) 幸区役所が業務を所管していないもの 

 (２) 国、地方公共団体及び出資法人から当該事業の委託又は補助助成を受

けている、若しくは受ける見込みのあるもの 

(３) 特定の個人又は団体のみが利益を受けるもの 

 (４) 政治活動、宗教活動又は選挙活動を目的としたもの 

(５) 施設等の建設又は整備を目的としたもの 

 (６) 政策立案のための調査又は研究を目的としたもの 

(７) 学術的な調査又は研究を目的としたもの 

 (８) 事業実施を伴わない調査のみを目的としたもの 

(９) 幸区役所が既に事業を実施しているもの 

 (１０) 公序良俗に反するもの 

（提案団体の要件） 

第３条 提案型事業を提案できる団体は、幸区の区域内において前条に規定す

る事業を実施できるもので、かつ、次の要件を満たすものとする。 

 (１) 団体の運営に関する定款又はこれに相当する書類を備えていること。 



 (２) 予算及び決算を適正に行っていること。 

（３) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立がな

されていない又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続

開始の申立がなされていないこと。 

(４) 団体又はその代表者が、契約を締結する能力を有する者又は破産者で

復権を得ている者であること。 

(５) 団体又はその代表者が、川崎市税、法人税、消費税及び地方消費税を

滞納していないこと。 

(６) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを

主たる目的としないこと。 

 (７) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目

的としないこと。 

(８) 特定の公職（公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３条に規定

する公職をいう。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若

しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対するこ

とを目的としないこと。 

(９) 川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５号）第２条第１号に

規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員、同条第３号に規定する

暴力団員等、同条第５号に規定する暴力団経営支配法人等又は同条例第７

条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる団体でないこ

と。 

(１０) 神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例第75号）第23条第

１項又は第２項に規定する行為をしている団体でないこと。 

(１１) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その

相手方が上記(9)及び(10)の規定に該当しないことを知りながら、当該者



と契約を締結している団体でないこと。 

(１２) 公序良俗に反しないこと。 

（計画提案書の提出） 

第４条 提案型事業を提案しようとする団体（以下「提案団体」という。）は、

別に指定する期日までに事業計画提案書（第１号様式）を区長に提出しなけ

ればならない。 

２ 前項に規定する事業計画提案書には、次に掲げる書類を添付しなければな

らない。 

 (１) 経費見積書（第２号様式） 

(２) 団体概要書（第３号様式） 

(３) 当該年度の活動計画書 

 (４) 当該年度の収支予算書 

(５) 定款又はこれに相当する書類及び役員の名簿 

 (６) その他区長が必要と認める書類 

（事業の決定） 

第５条 区長は、川崎市附属機関設置条例（平成２７年川崎市条例第１号）別

表第１に規定する川崎市幸区市民提案型協働事業審査委員会の選考の結果を

踏まえ、実施する提案型事業を決定するものとする。 

２ 区長は、前項による決定を行ったときは、提案団体にその結果を通知する

ものとする。 

（協定書の締結） 

第６条 前条第１項の規定により決定した提案型事業を実施する団体（以下「

事業実施団体」という。）及び区長は、提案型事業の実施に当たっての基本

的事項や役割分担等を協議する。 

２ 事業実施団体は、前項の確認の後に市長と協定書を締結する。 



３ 区長は、第１項に規定する協議が整わない場合にあっては、提案型事業の

実施の決定を取消し、その理由を事業実施団体に通知するものとする。 

（負担金対象経費） 

第７条 負担金の対象となる経費は、提案型事業を実施するために要する経費

とする。 

（事業期間） 

第８条 事業の期間は、協定書を締結した日から同一会計年度の３月３１日ま

でとする。 

２ 事業実施団体が提案型事業の継続を希望する場合は、改めて提案を行うこ

ととし、同一の提案型事業の提案は、事業開始年度を起点として３年度を限度

とする。 

（提案型事業の取扱等） 

第９条 事業実施団体は、当該団体が実施する提案型事業の内容を変更しよう

とするとき、又は提案型事業の実施を中止しようとするときは、速やかに区

長に申請し、承認を受けなければならない。 

２ 区長は、前項の規定により申請を受けたときは、諾否を決定し、事業実施

団体に通知するものとする。 

（実施状況の確認等） 

第１０条 区長は、必要に応じて提案型事業の実施状況の確認及び調査を行い、

又は事業実施団体に報告を求めることができる。 

２ 区長は、前項に規定する確認及び調査の結果、事業実施団体に対して、必

要に応じ指導、助言等をし、又は事業の是正を求めることができる。 

（実施報告等） 

第１１条 事業実施団体は、提案型事業が完了したときは、別に指定する期日

までに幸区提案型協働推進事業実施報告書（第４号様式）、幸区提案型協働



推進事業決算報告書（第５号様式）、その他必要な書類を区長に提出しなけ

ればならない。 

２ 区長は、必要に応じて提案型事業の実施結果について、事業実施団体に報

告を求めることができる。 

（委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。 

附 則 

この要綱は、平成２０年３月１３日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和元年６月２８日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和５年２月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和８年２月１日から施行する。 

 

 

 

 

 



第１号様式 

 

 

事業計画提案書 

 

                     団体名             

①提案事業の名称 
 

②事業の目的 
 

③事業の実施期間  

④事業の実施場所 

 

 

 

⑤事業の対象者 

 

 

 

⑥事業の内容  
※  提案事業に関

する内容を、より

具体的に記入して

ください。（別紙

添付可）  

 

⑦役割分担 

（提案団体の役割）  

（幸区役所の役割）  

⑧事業実施の具体

的なスケジュール 

 

⑨事業終了後、地

域の取組として継

続・発展する見通

し 

 

 

 

⑩特にアピールし

たいこと。 ( 専門

的な知識や経験、

実施能力)  

 

 



第２号様式  
 

経費見積書 

                      団体名                    

１ 収 入 

項   目 金   額 内容、  算出根拠等 

   

   

   

合  計   

２ 支 出 

項   目 金  額 内容、  算出根拠等 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

合  計   

※経費内訳は、明細を記入するなどできるだけ詳しく記入してください。 

 



第３号様式  

 

団体概要書 

 

①団体名 
（ふりがな） 

②事務所の所在地 

 〒  － 

     
 （専用事務所  ・  住居兼用  ・  その他（      ）） 

電話    FAX  

E-mailアド

レス 
             

③代表者氏名 

（ふりがな） 

④幸区役所との担

当者連絡先 

住 所  〒  － 

 

氏 名   

電 話            （    ） 

F  A  X            （    ） 

携帯電話           －     － 

E-mailアド

レス 
 

⑤設立年月日         年  月  日     

⑥法人格取得        年  月  日    

⑦会員数                           人        （   年 月 日現在） 

⑧団体の設立目的  

 



⑨主な活動分野  
(複数選択可、上

位３つまでをチェ

ック)  

 

 

⑩主な活動の概要

(沿革、代表的な

活動実績) 
 
 
 

 
 

⑪これまでに受け

た委託や補助・助

成金の実績  

 

□シ 情報化社会 

□ス 科学技術 

□セ 経済活動の活性化 

□ソ 雇用・職業能力開発 

□タ 消費者保護 

□チ 市民活動支援 

□ツ 子ども 

□テ 高齢者 

□ト 障害者 

□ナ その他 

 

□ア 保健・医療・福祉 

□イ 社会教育・生涯学習

□ウ まちづくり 

□エ 学術・文化・芸術 

□オ スポーツ 

□カ 環境 

□キ 防災 

□ク 地域安全 

□ケ 人権・平和 

□コ 国際交流・多文化 

□サ 男女共同参画 



第４号様式 

幸区提案型協働推進事業実施報告書 

 

    年  月  日 

 

 （あて先）川崎市幸区長  

                

                             (実施者)   

   所 在 地 

                 団 体 名 

代表者氏名 
 

 

①事業名  
 

②事業費額                円 

③事業の実施期間   年  月  日から    年  月  日まで 

④事業の実施場所 

 

 

 

⑤参加者数 

 

 

 
⑥事業の内容 

※実施した具体的

な事業内容を記入

して下さい。（別

紙添付可）  
 

 

 

 

 

 

 



⑦事業の成果・目

標達成度  
※事業実施によっ

て、目標がどの程

度達成されたか記

入してください。

（別紙添付可）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊目標を達成できたか 

□できた  □ほぼできた  □あまりできなかった 

□できなかった □どちらともいえない 

（理由等、自由に記述） 

⑧事業終了後に継

続・発展した取組 
 

 
 

 

 

 



第５号様式  
幸区提案型協働推進事業決算報告書 

 

 （あて先）川崎市幸区長  

   年   月   日 

団体名            

１ 収 入 

項   目 決 算 額 説明（内訳） 

   

   

合  計   

 

２ 支 出 

項   目 決 算 額 説明（内訳） 

   

   

   

   
 

   
 

   
 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

   

  
 

 

合  計   

 


